
J特定ヲイヲリノゲン襲剤及ぴ特定血液凝圃第DE因子製剤によるc
型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措
置法前文

ヲイブリノゲン製剤及び血液凝固第DtEa子製剤にC型肝炎ウイルスが

混入し,多くの方々が感染するという薬害事件が起きI感染被害者及び
その遺族の芳々は.長期にわたりl肉体的1..精神的苦痛を弓亀いられてい
るo

政府は.感染被害者の方々に甚大な被害が生じ1その被害の拡大を防

止し得なかったことについての章任を認め1感染被害者及びその遺族の
方々に心からおわびすベきであるoさらに,今回の事件の反省を踏まえ.
命の尊さを再認識し1医薬品による健康被害の再発臨止に最善かつ最大
の努力をしなければならない.

もとよりt医薬品を供給する企業にはl製晶の衰全性の確保等につい
て最善の努力を尽くす責任があ.り.本件においては- その,よう.な企業の

童任が間われるものであるo

C型肝炎ウイルスの感染被害を受けた方.々からフイブリノゲン製剤及

び血液凝固第正因子製剤の製造等を行った企業及ぴ国に対し,損害賠償
を求める訴訟が提起されたが.これまでの五つの地方裁判所の判決にお
いてはへ企業及び国が責任を負うべき期間等について判断が分かれl現
行法制の下で法的責任の存否を争う訴訟による解決を図ろうとすれば,
さらに長期間を要することが見込まれている.

-般にl血液製剤は適切に使用されれぱ人命を救うために不可欠01製
剤であるがヘフイブリノゲン製剤及び血液凝固第況因子製剤によっ七c
型肝炎ウイルスに感染した方々が,日々1痘状の重篤化に由する不安を
抱えながら生活を営んでいるという困難な状況に思いをいたすと.我.ら

は.人道的観点から.早急に感染被害者の方々を投阜の時期を問わず-
律に救済しなlナればならないと考えるo しかしながらl現市法制の下で
これらの.製剤による感染被害者の方々のT律救済の要請にこたえるに
はIp司法上も行政上も娠界があることからl立法による解決を図ること
とし1.この法律を制定するo.
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